
        福祉タクシー乗車券のスマート申請利用ガイド       

 

福祉タクシー乗車券(障害福祉課・ピンク色)の交付申請が、窓口や郵送のほか、「スマート

申請」にてスマートフォンや PC等からも、行えるようになりました。 

 

【申請の流れ】 

1． スマート申請にアクセスする。  

     以下 2つの方法でアクセスができます。         

 

① ：コードを読み取りアクセス 

→右記コードをスマートフォン等で読み込む。     

    

 

② ：船橋市ホームページからアクセス 

→船橋市ホームページにて「福祉タクシー利用料金の助成」とキーワード検索し、 

該当記事より「スマート申請はこちら」を選択。 

 

 

2． 申請内容を入力する 『ステップ１』 

 

【確認事項  】 

手続き名が福祉タクシー乗車券の交付申請(障害福祉課)であることを確認してください。 

 

 

① 「アカウント登録をせずにメールで申請」を選択。 

※すでにスマート申請のアカウントをお持ちの場合は、「新規またはログインして申請」

を選択してください。 

 

② ご自身のメールアドレスを入力。 

 

③ 「確認メールを送信」を選択。 

 

④ 届いたメール本文のURL を選択。 



 

 

⑤ 「利用規約」を選択し、内容をお読みください。 

 

⑥ 利用規約に同意いただいた上、「利用規約に同意する」にチェックを入れる。 

 

⑦ 「申請に進む」を選択。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3． 申請内容を入力する 『ステップ２』 

 

・入力フォームに従って入力する。 

 

 

4． 申請内容確認画面で内容を確認 

 

【確認事項  】 

・入力内容に誤りがないか確認し、問題なければ、「この内容で申請する」を選択。 

 

 

 

・申込が完了したことを確認してください。 

 



5． 受付完了メールの確認 

 

【確認事項  】 

以下のメールが届いているか確認してください。  

 

件名 ： 船橋市 福祉タクシー乗車券の交付申請(障害福祉課)受付のお知らせ 

 

本文 ： 「船橋市 福祉タクシー乗車券の交付申請(障害福祉課) 」を受付いたしました。ご申請

いただきました福祉タクシー乗車券につきましては、申請内容を確認後、7 営業日程度で障害

者ご本人様の住民票地へ郵便にて発送いたします。なお、送付先変更届をご提出いただいてい

る場合は、送付先の変更先へ郵送いたします。また、申請内容に不備等があった場合は、メール

もしくはお電話にてご連絡させていただく場合がございます。 

 


